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かめおか地域産業イノベーション支援事業 
 

【新サービス開発実証事業】 
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* 申請受付期間        *  令和８年４月１５日（水） ～ 令和８年６月13 日（金） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

亀 岡 商 工 会 議 所 



 

１ 事業目的 
本事業は、社会課題の解決や地域産業の活性化に資する新たなサービスの創出に向け、市内外の中小企

業者が行う実証的な取組を支援するものである。 
特に、市場調査や試験導入、モニター検証等を通じてサービスの有効性や事業性を検証し、実用化・事

業化への展開を一体的に推進することを目的とする。 
これにより、新たなビジネスモデルの創出と地域における新たな価値の創出を図るとともに、地域経済

の活性化および持続的発展に寄与することを目的とする。 
 
２ 助成対象期間 
  助成金の交付を受けて行う事業の期間は、原則として助成金の交付決定日から令和9年2月28日(日）
までです。 
※ 助成金交付決定前に事業着手（契約行為、発注等）をする場合は、事前着手届の提出が必要です。 
※ 助成対象経費の支払いは、令和9年2月28日(日）までに完了することが必要です。 

 
３ 助成対象事業 

ＯＩＣＫとの連携（相談・支援等）による新サービス開発実証事業（相談・支援等） 
助成対象事業は、「１ 事業目的」に沿って実施される、新サービスの開発および実証に関する取組。 

    ※「ＯＩＣＫ」オープン・イノベーション・センター・亀岡（京都先端科学大学京都亀岡キャンパス内） 
 
＜対象事業の要件＞ 
 社会課題の解決または地域産業の活性化につながるものであること  
 新規性または独自性を有するサービスであること  
 実証実験（試験導入、モニター検証等）を含むものであること  
 将来的な事業化・収益化を見据えた取組であること 

 
４ 対象事業者 
  本事業の対象者は、新サービスの実証実験等を亀岡市内で実施できる市内外の中小企業者とする。 
   

※ １つの企業は、別区分であれば申請が可能ですが、1 区分のみ申請している企業を優先とし
ます。また、１つの企業は、同じ事業区分について３回までです。４回目以降は前回までの
「かめおか元気企業支援助成」の採択から３年以上空けていることが条件となります。審査
においては、３回目以内の応募者を優先します。 

※ 中小企業者として本補助事業の対象となる会社及び個人（製造業以外は、製造業を兼業する場合） 
主たる事業として営んでいる業種 資本金基準 

(資本金の額又は出資の総額) 
従業員基準 
(常時使用する従業員数) 

製造業、その他（下記以外） ３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 
小売業 ５千万円以下 ５０人以下 
サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

   ※ 資本金基準、従業員基準のいずれか一方の基準を満たせば対象となります。 
   ※ 常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。 

（注）次のいずれかに該当するときは対象となりません。 
   ア 役員等（個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又は事業所の代表者をいう。以下同じ。）

が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成２３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」と
いう。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

イ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的
に関与していると認められたとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴    
力団又は暴力団員を利用するなどした認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的
に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該

当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 
キ 対象事業者が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約

の相手方とした場合（カに該当する場合を除く。）に、会議所が対象事業者に対して当該契約の
解除を求め、対象事業者がこれに従わなかったとき。 

 
 
 
 



 

５ 助成対象経費 
  助成対象となる経費は、申請事業の実施に直接必要な経費として、申請事業以外の業務と明確に区分で

きるものです。※消費税抜きの計算で計上してください。 
 

  ＜助成対象となるもの＞ 
・調査研究費（市場調査、アンケート調査等）  
・委託費（システム開発、Web 制作、デザイン等）  
・広報費（チラシ制作、広告等）  
・モニター実証費（被験者募集、謝礼等）  
・実証実験に係る経費（会場使用料、機材レンタル等） 

 
※ 内容によっては対象外となるものもありますので、会議所へ事前にご確認ください。 
※ 外注加工費・委託費の占める割合は、助成対象経費の２分の１以内とします。 
※ 単なるサービスの導入や既存事業の運営費に該当するものは対象外とする。 
※ 実証を伴わない広報活動や開発のみの事業は対象外とする。 

 
６ 助成率等 
   （１）助成率    ３分の２以内  
   （２）限度額         ５0 万円     （OICK 連携の場合は、80 万円） 

※ 交付額は、千円単位とし、端数が出た場合は切り捨てます。 
 
７  審査及び結果の通知 
  提出いただいた申請書は、審査会において、次のような観点から総合的に評価・審査し、採択事業を

決定し、文書により各申請者に審査結果を通知します。 
〈評価基準〉 

基本評価項目 

1. 実現性 
① 事業スケジュールの妥当性（6点） 
② 実施体制の確保（7点） 
③実証内容（調査・モニター等）が具体
的かつ実行可能な計画となっているか
（7点） 
 
2. 収益性・事業性（20 点） 
① 市場ニーズ・課題の妥当性（7点） 
② ターゲット・顧客設定の明確性（6点） 
③ 将来的な収益化・事業化の見込み（7
点） 
 

 
配点 各 10 点 
※合計 40点満点 
※ボーダーライン： 

基本評価項目で 20点以上が第
一条件となる。 

加点評価項目 

3. 独自性・新規性 
① サービスの新規性・独自性（15 点） 
②新たな着想や差別化要素が明確であ
るか（15点） 
 
4. 発展性・波及効果 
① 実証結果を踏まえた今後の事業展開
（スケール・横展開等）が見込まれるか
（10 点） 
② 地域課題の解決や地域産業の活性化
に寄与するか（10 点） 
③ 他事業者への波及やモデル性が期待
できるか（10 点） 
 
 

配点 各 30 点 
合計 60 点満点 

 
※ 交付申請書の実施計画書（事業の概要）において、上記の評価基準を考慮して、事業の内容や

事業の効果をご記載ください。 
※ 審査の途中経過並びに審査結果についてのお問い合わせには一切応じられませんので、あら

かじめご承知ください。 
 ※  助成金は、予算の範囲内で交付するため、不採択や採択されることになった場合でも希望された金額

の全てに応じられない場合や、３分の２未満の助成率となる場合があります。また、多くの市内事業者
に公平に機会提供するため、３回目までの応募者を優先します。 

＜助成対象とならないもの＞ 

人件費（給与等）、旅費、借入金及び支払

利息、公租公課（消費税など）、振込手数

料、代引き手数料、飲食・接待費等 



 

８ 申請手続き 
（１）受付開始及び締切 
○公募要領公開・申請受付開始： ２０２６年 ４月 １５日（水）  
○申請受付締切：        ２０２６年 ６月 １３日（金）１７：００  

 
（２）申請手続きの基本的な流れ 

  必要書類は、亀岡商工会議所のホームページに掲載しております。 
  まずは商工会議所 経営支援員にご相談ください。 
  
 （３）提出書類 

○印の書類を提出してください。申請時に全ての必要書類が整っていることを確認してください。 
（★）の書類については、必ずメールにて提出ください。 
（★）以外の書類については、PDF等でメールに添付いただくか、商工会議所窓口へご提出ください。 

書類名 法 人 個人事業者 

交付申請書（★） 
（第１号様式から第３号様式） 

○ ○ 

事前着手届（★） 
※ 交付決定前に事業着手される場合は、事前着手届も
提出してください 

○ ○ 

最近１期分の決算書 
（貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費の内
訳書、製造原価報告書）の写し 

○ ○ 

最近１期分の確定申告書の写し 
（青色申告決算書、又は収支内訳書も含む） 

○ ○ 

決算期を迎えていない場合は開業届の写し ○ ○ 

市税完納証明書 
(申請日から３カ月以内に発行されたもの） 

○ ○ 

その他申請事業に関する資料 ○ ○ 

 ※「市税完納証明書」の交付については、亀岡市役所 税務課（0771-25-5014、12 番窓口）にお
問い合わせください。 

  ※ マイナンバー（12 桁の個人番号）の提供は不要のため、提出書類に記載されている場合は、
番号が見えないよう黒塗りしてください。 

 
９ 補助事業実施期間等  

 
※上記実施期間の途中で、補助事業が終了（補助対象経費の支払いまで含みます）したときは、

その日から起算して 14 日を経過した日、または上記「実績報告書提出期限」のいずれか早い
日までに実施事業内容および経費内容を取りまとめ、提出しなければなりません。 

 
１０ 助成金の支払いについて 
  実績報告書の提出があった場合は、事業完了検査を行い、検査に合格したものについて助成金

をお支払いします。 
  助成金の支払いは精算払いとします。 
 
１１ 助成事業内容の発表等について 
  助成金の交付決定を受けた事業について、その概要を亀岡商工会議所、亀岡市役所のホームペ

補助事業実施期間 実績報告書提出期限 

交付決定日～2027 年 2 月 28 日（日）まで 
2027 年 3 月 1 日（月） 17：00 

（商工会議所必着） 



 

ージ等で発表する場合があります。 
助成金の交付決定を受けた事業について、事業の進行中、事業の完了後の経過を聴取させてい

ただくことがあります。 
 
１２ 問合せ先 

亀岡商工会議所 

  〒621-0806  亀岡市余部町宝久保１番地の１ 

   電話番号  ０７７１－２２－００５３   FAX  ０７７１－２５－１２００  

ホームページﾞ    


